
第105回病院事務管理者
ネクスト研修会

令和７年度補正予算について
令和8年度診療報酬改定関連（その2）
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令和７年度診療報酬改定について



12 R7.12.9 社会保障審議会

基本方針
R5.12.13

個別改定項目
R6.1.26

答 申
R6.2.14

これまでの議論の整理
R6.1.10



13 R7.12.9 社会保障審議会



診療報酬改定の流れ

「個別改定項目について」に点数が入る。

3月第１週 告示・通知

2月中旬 答申
（中医協→大臣）

1月下旬～2月初旬
個別改定項目の審議

1月初旬 諮問（大臣→中医協）

1月中旬 公聴会

12月中旬 診療報酬改定の基本方針
（社会保障審議会)）

改定の具体的な内容の公表

算定要件・施設基準が判明

1月初旬
「これまでの議論の整理」の審議

6/1 算定開始

「経済財政運営と改革の基本方針 2025」経済税制諮問委員会（R7.6.6)
２．主要分野ごとの重要課題と取組方針（１）全世代型社会保障の構築
2024年度診療報酬改定による処遇改善・経営状況等の実態を把握・検証し、

2025年末までに結論が得られるよう検討する。

脚注）社会保障関係費については、医療・介護等の現場の厳しい現状を踏まえ、
これまでの歳出改革を通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ、令和７年春季
労使交渉における力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇による影響等を踏まえな
がら、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、
的確な対応を行う。高齢化や高度化等による増加分に、こうした経済・物価動向
等を踏まえた対応による増加分を加えた、いわゆる自然増から、これまでの歳出
改革努力を継続する。
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R7.12.23 沼田資料

中央社会保険医療協議会の状況

●中央社会保険医療協議会 総会（本研修会関連）

・第622回（R7.10.24）個別事項（その２）
精神医療について①

・第623回（R7.10.29）入院（その３）
療養病棟について

・第624回（R7.11.05）入院（その４）
様式９ 他

・第625回（R7.11.07）
入院時の食費・光熱水費（その１）

・第626回（R7.11.12）
在宅（その３）精神科訪問看護 他

・第628回（R7.11.19）
入院（その６） 地域加算
個別項目について（その８） 小児・周産期
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R7.12.23 沼田資料

中央社会保険医療協議会の状況

●中央社会保険医療協議会 総会（本研修会関連）

・第630回（R7.11.26）個別事項（その９）
データ提出加算

・第631回（R7.11.28）個別事項（その10）
業務の簡素化

・第632回（R7.12.03）
個別事項（その11） 算定方法の明確化
食費・光熱水費（その２）

・第633回（R7.12.05）個別事項（その13）
精神医療について②

・第636回（R7.12.17）個別事項（その16）
長期収載品の選定療養

・第628回（R7.11.19）入院（その６） 地域加算
個別項目について（その８） 小児・周産期
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○ 精神科病院の病床数ごと施設数について、200床台の医療機関数は横ばいである。
○ 精神科病院の利益率について、病床数が少ないほど利益率が低下しており、200床以上の医療機関が病床削減を

躊躇する一因となっていることが考えられる。
○ 入院医療に比して外来医療の規模が大きい病院の方が、入院患者に占める１年以上の長期入院患者の割合が少
ない傾向がある。

○ 地域定着への取組を評価した精神科入退院支援加算及び療養生活継続支援加算の算定や、公認心理師の外来配
置の有無別に、精神病床における在宅復帰率や平均在院日数をみると、いずれも取り組みを行っている医療機関
の方が在宅復帰率が高く、平均在院日数が短かった。

○ 平成16年度改定以降現在まで、現行の18:１、20:１入院基本料は経過措置として「当分の間、算定できるもの
とする」とされているところ、届出医療機関数及び病床数は近年横ばいである。

○ 人員配置が少なく、平均在院日数の要件設定がない入院料を届け出る病棟においては、１年以上の長期入院患
者の割合が高い傾向にある。

○ 精神疾患の治療経過において、回復期では多職種による心理・社会的治療（精神保健福祉士等による環境調整、
作業療法士等によるリハビリテーション、公認心理師等による心理的ケア等）と包括的治療のマネジメント（包
括的支援マネジメント）の必要性が増える。

○ 精神病棟入院基本料（10対１、13対１，15対１）を届け出ている病棟において、精神保健福祉士・作業療法
士・公認心理師が、それぞれ１名以上配置されている場合、配置がない場合に比べて、平均在院日数が短く、在
宅復帰率が高い傾向がみられた。

○ この傾向は、精神保健福祉士のみが配置されている場合と比べて、多職種が配置されている場合に、より高
かった。

○ 長期入院患者の蓄積が課題であった病棟において、多職種による包括的ケアを実践したことで、平均在院日数
が減少し、地域平均生活日数が増加した。

○ 多職種配置が要件になっていない精神病棟入院基本料等においても、多職種（精神保健福祉士、作業療法士、
公認心理師）を病棟配置している医療機関が一定程度みられた。

前回（R7.11.25研修会/中医協第628回）まで
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○ 精神科救急医療体制加算の届出医療機関における、時間外、休日又は深夜の精神疾患による入院件数は、医療
機関ごとにばらつきがみられ、精神科救急医療整備事業等による指定状況によらなかった。

○ 精神科救急医療体制加算は、地域の医療提供体制等の事情により特例的に120床以上でも算定可能としていると
ころ、当該要件を用いて算定している医療機関は、１施設のみであった。

○ クロザピンの新規導入は、精神科急性期医師配置加算の対象に限らず、多様な病棟において実施されていた。

○ 精神病床数は減少傾向にあるが、精神科病院よりも一般病院で、その減少傾向が大きい。
○ いわゆる総合病院の精神病床に入院していた患者が転院する場合には、精神科救急急性期医療入院料等の算定
が認められていない。

○ 精神疾患を有する入院患者は高齢化しているところ、身体合併症を抱えながら精神病床に入院する患者の割合
は、高齢患者において多い傾向にあった。

○ 患者が抱える身体合併症の種類は、精神身体合併症管理加算の対象疾患である急性疾患以外に、生活習慣病が
多くを占めていた。

 



19 R7.11.19 中医協資料

・精神病棟入院基本料（15対1）にデータ提出加算の要件が入る可能性大



20 R7.11.26 中医協資料



21 R7.11.26 中医協資料



22 R7.11.28 中医協資料

・入院診療計画書等への署名・押印に廃止
・令和10年度の届出オンライン化を見据えて、様式９の簡素化
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24 R7.11.28 中医協資料



25 R7.11.28 中医協資料



26 R7.11.28 中医協資料



27 R7.12.3 中医協資料

・専従要件の緩和
・常勤医師の要件が週4日以上32時間を 週4日以上31時間へ
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31 R7.12.3 中医協資料

・65歳以上の患者は、入院時生活療養費で
・もしかすると 精神病床はすべて入院時生活療養費に
・入院時の食事の基準額 40円引き上げ（1食 690円→ 730円）
・入院時の生活療養費 60円引き上げ
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33 R7.12.3 中医協資料



入院時食事療養費のこと
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第一　食事療養

1 入院時食事療養費（Ⅰ）(１食につき）

(1) (2)以外の食事療養を行う場合 690 円

(2) 流動食のみを提供する場合 625 円

2 入院時食事療養費（Ⅱ）(１食につき）

(1) (2)以外の食事療養を行う場合 556 円

(2) 流動食のみを提供する場合 510 円

第二　生活療養 ※ 65歳以上の方が療養病棟に入院した時

1 入院時生活療養（Ⅰ）(１食につき）

(1) イ ロ以外の食事療養を行う場合 604 円

ロ 流動食のみを提供する場合 550 円

(2) 398 円

2 入院時生活療養費（Ⅱ）(１食につき）

(1) 食事の提供たる療養 470 円

(2) 398 円

温度、照明及び給水に関する適切な療養
環境の形成たる療養

温度、照明及び給水に関する適切な療養
環境の形成たる療養

食事療養費と生活療養費

令和８年度の診療報酬改定で、一般病床・精神病床
も生活療養費（水道光熱費等）に変更になる可能性
が高い。

食材料費相当額
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36 R7.12.5 中医協資料

・精神保健指定医による通院・在宅精神療法の初診時30分以上の増点
・診療所の早期診療体制充実加算の要件変更（病院との連携）
・オンライン診療が増点
・オンライン初診精神療法が条件付きで算定可能に
・通院精神療法の心理支援加算の範囲の拡大
・公認心理師の役割（算定できる範囲）の拡大
・児童思春期支援指導加算の増点
・病棟専従配置の精神保健福祉士の専従要件の緩和



37 R6.3.5 厚労省資料
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当該病棟を有する保険医療機関が次のいずれかの要件を満た
すこと。

(1)精神科救急医療確保事業において常時対応型施設とし
て指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確
保事業において指定を受けている医療機関であること。

(2) 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設と
して指定を受けている医療機関であって、ア又はイのい
ずれかに該当すること。
ア 時間外、休日又は深夜における入院件数が年４件以上

であること。そのうち１件以上は、精神科救急情報セ
ンター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、
他の医療機関、都道府県（政令市の地域を含むものと
する。以下重症者加算１において同じ。）、市町村、
保健所、警察又は消防（救急車）からの依頼であること。

イ 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10 件
以上であること。なお、精神科救急情報センター、精神
医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、
都道府県、市町村、保健所、警察又は消防（救急車）か
らの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。

精神療養病棟入院料の重症者加算１の施設基準

(3) 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。具体的にはア又はイのいずれ
かに該当すること。
ア 時間外、休日又は深夜における外来対応施設（自治体等の夜間・休日急患センター等や精神科救急医療確保事業において外

来対応施設として指定を受けている医療機関等）での外来診療又は救急医療機関への診療協力（外来、当直又は対診）を年６
回以上行うこと（いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。）。

イ 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務（措置診察等）について、都道府県に積極的に協力し、診察業務
等を年１回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、
(イ)から(ホ)までのいずれかの診察あるいは業務を年１回以上行うこと。
(イ) 措置入院及び緊急措置入院時の診察
(ロ) 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
(ハ) 精神医療審査会における業務
(ニ) 精神科病院への立入検査での診察
(ホ) その他都道府県の依頼による公務員としての業務

R7.12.23 沼田資料
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51 R7.12.17 中医協資料

・長期収載品と後発品の価格差の特別料金の引き上げ



52 R7.12.17 中医協資料
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●ネクスト研修会の予定
・ 第106回ネクスト研修会（WEB）

  1月23日（火）16時から1時間弱  ・診療報酬改定について
短冊（点数が●）の公表の頃

・ 2月ネクスト研修会はお休み
 ネクスト新年会
  2月20日（金）18時30分～

・第68回精神科医事研修会
精神科関連 改定の概要（WEB）  答申（点数判明）を受けて

2月20日（金）14時30分～16時
・第69回精神科医事研修会

精神科関連改定の詳細説明（WEB） 告示・通知・疑義解釈(その1)を受けて

  4月14日（火）14時30分～16時30分

※病院事務管理者ﾈｸｽﾄ研修会HPから申込書をダウンロードして下さい。
ネクスト会員病院へは案内済みです。

●精神科医事研修会の予定（別途申込必要）※
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施設基準を理解しましょう。
5年、10年後の医療事務の在り様を想像して下さい。電子ｶﾙﾃが普及し、

医師が入力したﾃﾞｰﾀをAIが点数に置き換え、患者さんのｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等へ請求
情報が転送され引き落としされる。そこには、窓口で計算している医事職
員はいません。先日、「電子ｶﾙﾃ→AI→点数算定」の正確性の監修の依頼
がありました。夢物語ではありません。

これからの医事職員は、算定要件の知識だけでは病院に不要な職員に
なってしまいます。施設基準の理解が必要です。厚生局（支局）の適時調
査は、算定要件の調査ではありません。届け出ている施設基準の確認調査
です。施設基準の間違った理解が高額な返還につながり、病院経営に影響
があります。
病院には、施設基準の届出・維持を理解している人材が必要です。AIに、

施設基準の届出は無理です。各ｾｸｼｮﾝとの調整が必要になるからです。

医療事務関係団体は各種ありますが、施設基準に特化した団体は「一般
社団法人日本施設基準管理士協会」だけです。入会をお薦めします。



ご清聴ありがとう
ございました。
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